
日  時 ：令和7年12月18日（木） 10：00～12：00

場  所 ：中予地方局7階 大会議室

第３回 愛媛県海岸保全基本計画検討委員会 配席図
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教授 安田 誠宏

愛媛大学大学院
農学研究科
准教授 熊野 直子

国土交通省
国土技術政策総合研究所
河川研究部海岸研究室
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連絡協議会
会長 近藤 高行

愛ビーチサポーター
特定非営利活動法人
未来育プロジェクト
理事長 山本 美穂子

出入口

荷
物
置
き

荷
物
置
き

荷
物
置
き

荷
物
置
き

四国地方整備局
松山港湾・空港整備事務所
企画調整課 課長 竹村 慎治

荷
物
置
き



役職 所属 役職 氏名 専門分野 区分 出欠

委員
(1号)

愛媛大学大学院
理工学研究科

教授
ﾋﾅﾀ ﾋﾛﾌﾐ
日向 博文
（委員長）

沿岸海洋学、海岸工学
学識経験者
(専門部会)

出席

委員
(1号)

関西大学
環境都市工学部 都市システム工学科

教授
ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ
安田 誠宏

海岸工学、気候変動
学識経験者
(専門部会)

出席

委員
(1号)

愛媛大学大学院
農学研究科

准教授
ｸﾏﾉ ﾅｵｺ
熊野 直子

地盤工学、気候変動
学識経験者
(専門部会)

出席

委員
(2号)

国土交通省 国土技術政策総合研究所
河川研究部 海岸研究室

室長
ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ
柴田 亮

海岸工学、海岸保全
学識経験者
(専門部会)

出席

委員
(1号)

松山東雲短期大学 名誉教授
ﾏﾂｲ ﾋﾛﾐﾂ
松井 宏光

植物社会学 学識経験者 出席

委員
(1号)

愛媛大学
社会共創学部

講師
ｶﾀｵｶ ﾕｶ

片岡　由香
景観工学、都市計画 学識経験者 欠席

委員
(2号)

愛南町 町長
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ
中村 維伯

津波高の高い地域
の海岸を有する

基礎自治体の代表
行政 欠席

委員
(2号)

愛媛県市長会
（西予市長）

会長
ｶﾝｹ ｶｽﾞｵ
管家　一夫

海岸を有する
基礎自治体の代表

行政 欠席

委員
(1号)

愛ビーチサポーター
特定非営利活動法人 未来育プロジェクト
MeLikeProject

理事長
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎｺ

山本 美穂子

海岸清掃
ボランティア団体

の代表
利用者 出席

委員
(2号)

愛媛県青年漁業者連絡協議会 会長
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ
近藤 高行

漁業関係団体
の代表

利用者 欠席

オブ
ザー
バー

国土交通省四国地方整備局
松山港湾・空港整備事務所 企画調整課

課長
ﾀｹﾑﾗ ｼﾝｼﾞ
竹村 慎治

港湾・海岸行政 行政 出席

愛媛県海岸保全基本計画検討委員会 出席者名簿

※敬称省略



愛媛県海岸保全基本計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条  本会は、海岸法第２条の３に基づき、海岸に関し学識経験を有する者に意見を聞く場と

して設置する。 

 

（名称） 

第２条  本会は、「愛媛県海岸保全基本計画検討委員会」（以下「委員会」という）という。 

 

（目的） 

第３条  本会は、国が定める海岸保全基本方針に則し、愛媛県沿岸の海岸保全にかかる気候変動

の影響を考慮した海岸保全基本計画となるよう、次の項目について意見を述べる。 

（１） 気候変動を考慮した計画外力の設定方法 

（２） 上記を踏まえた防護水準 

（３） 海岸保全基本計画 

（４） その他委員会で必要と認めた事項 

 

（所掌事務） 

第４条  委員は、前条の目的を達成するため、必要な提言や助言をおこなう。 

 

（組織） 

第５条  委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。（別表１） 

（１） 学識経験者 

（２） 行政 

（３） 利用者 

２ 委員会には、委員の互選により選任した委員長を置き、委員長は委員会の意見を総括する。 

３ 委員長が不在又は事故あるときは、委員長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。 

４ 専門的な検討が必要な場合は、専門部会を設置する。 

５ 委員長が必要と認める場合は、委員以外に意見を聞くことができる。 

６ 委員（２号）は、委員名簿の所属・役職の在任期間を任期とし、異動がある場合は後任者を委

員とする。 

７ 委員の代理出席は認めない。 

 

（事務局） 

第６条  事務局は、愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課により組織する。 

 

（その他） 

第７条  この要綱に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は委員会により定めるものとす

る。 

 

付則 

  この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 
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